
�公表第１８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定

により、監査の結果を次のとおり公表する。

平成１５年７月２８日

愛媛県監査委員 小 川 一 雄

同 吉 久 宏

同 柳 澤 正 三

同 西 原 進 平
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により、監査の結果を次のとおり公表する。

平成１５年７月２８日

愛媛県監査委員 小 川 一 雄

同 吉 久 宏

同 柳 澤 正 三

同 西 原 進 平
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監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

肱 川 発 電 所 平成１５年５月２７日

北 宇 和 病 院 〃

南 宇 和 病 院 平成１５年５月２８日

松 山 発 電 工 水 管 理 事 務 所 平成１５年６月６日

中 央 病 院 〃

銅 山 川 発 電 所 平成１５年６月９日

伊 予 三 島 病 院 〃

新 居 浜 病 院 〃

西条地区工業用水道管理事務所 平成１５年６月１０日

今治地区工業用水道管理事務所 〃

今 治 病 院 〃

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 平成１５年６月１２日

発 電 工 水 課 〃

県 立 病 院 課 〃

（監査の結果）

平成１４年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を

実施したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた

。

１ 工業用水道事業

おおむね安定した経営がなされているが、今治地区工業用水道

事業については、タオル業界の不振により給水率が４８．８パーセン

トにとどまっている。このような厳しい状況を踏まえ、工業用水

の上水への転用等について関係機関・団体と協議がなされている

が、今後、未利用水の有効活用の観点からその実現を期待したい

。

また、一部給水を行っている西条地区工業用水道事業について

は、平成１４年度末の契約給水量が計画給水量の２０．２パーセントに

とどまっており、さらに、将来建設が完了した時点において、建

設仮勘定に整理されている未稼動資産を本勘定に振り替えること

により、費用が大幅に増加し、収支のバランスに不均衡が生じ、

厳しい経営状況となることは必至である。今後においては、市町

村合併が進展する中、広域的、総合的な水資源の活用などの展望

を現実的な課題として模索しつつ、工業用水の需要の拡大にも一

層の努力が望まれる。

２ 土地造成事業

残地については今後も適切な措置が望まれる。

３ 病院事業

� 個人医業未収金（納期到来分）については、早期回収になお

一層の努力が望まれる。

� 経営成績については、前年度に比べて、外来収益は減少して

いるが、在院日数の短縮、手術件数や入院患者数の増加等に伴

い収益は増加している。一方、看護師等の増員に伴う給与費の

増加や手術件数の増加に伴う材料費の増加により費用も増加し

ており、単年度収支では、前年度を２億２，０００万円下回る２，８

００万円の純利益となり、累積欠損金は未だ２１８億円となってい

る。

経営の改善については、前年度に引き続き、「愛媛県立病院

財政健全化計画」に基づき、財政健全化に向けた努力がなされ

ているところであるが、依然として多額の累積欠損金を抱えて

おり、また、平成１５年度においては、サラリーマンの自己負担

割合の引上げに伴う受診手控えや未収金の増加が懸念されるな

ど、病院経営にとっては更に厳しい環境となることが予想され

る。

今後、公営企業管理局本局及び各病院の職員は、病院事業の

置かれている経営の実態及び財務の状況についてより認識を深

め、財政の健全化に向けた各部門の様々な取組課題と進捗状況

の徹底した検証を主体的、継続的に行うとともに、そのための

実効性のある管理体制を整備強化しつつ、経営に関する情報を

個々の職員が共有するシステムを構築できるよう強く期待する

ものである。

なお、平成１４年度に実施された病院事業会計に対する包括外

部監査において、病院事業の課題や経営管理上の問題点等につ

いて報告されているが、効果的に経営改善を図るためにも、同

報告には十分留意されたい。

毎週（火・金）曜日発行 第１４７７号外１ 平成１５年７月２８日

平成１５年７月２８日月曜日 第１４７７号外１
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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定

により、監査の結果を次のとおり公表する。

平成１５年７月２８日

愛媛県監査委員 小 川 一 雄

同 吉 久 宏

同 柳 澤 正 三

同 西 原 進 平

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

上 浮 穴 高 等 学 校 平成１５年５月２６日

小 田 高 等 学 校 〃

北 宇 和 高 等 学 校 平成１５年５月２７日

南 宇 和 高 等 学 校 平成１５年５月２８日

津 島 高 等 学 校 〃

（監査の結果）

平成１４年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を

実施したところ、おおむね良好と認められた。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

窯 業 試 験 場 平成１５年５月２６日

林 業 技 術 セ ン タ ー 〃

（監査の結果）

平成１４年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を

実施したところ、おおむね良好と認められた。

平成１５年７月２８日 印刷
平成１５年７月２８日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円２
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